






地震が発生したら・・・

避難するときは・・・

台風が接近したら・・・

住宅周りの排水を良くしよう

　地震、台風、水害などの自然災害は、いつどこで起きるか誰にも予測ができませんので、万が一の時に備え
て、ご家族が非常時に集合する場所を決めておいたり、非常食等を買い置きしたりするなど、日頃から自然災
害に備えておくことが大切です。

・テーブルの下などにもぐり、身を守る。
・すぐ消せる場合は、ガス器具やストーブの火をす
ばやく消す。
・割れたガラスや食器の破片によるけがに気をつ
ける。
・ドアや窓を開けて避難経路を確保する。
・エレベータに乗っていたら、閉じ込められる可能
性があるため、最寄りの階ですぐ降りる。

・ガスの元栓を閉め、ブレーカーを落とす。
・食料や医薬品、防寒衣など必要なものを用意しておく。
・エレベータを使用せずに避難する。
・身動きができなくなるおそれがあるので、車では避
難しない。
・けが人に声をかけ、みんなで助け合う。

　団地内には、雨水を下水桝まで導くために、アプ
ローチ側溝や駐車場排水溝・雨水桝等が敷設されて
おります。そこにごみ等が溜まり雨水の流れを悪くし
ている箇所があるものです。今一度、排水施設の点検
と清掃を行いましょう。
　また、ベランダの排水目皿についても、ごみなどが
詰まっている場合がありますので、併せて点検と清掃
を行いましょう。

・気象情報に注意し、風水害に備える。
・浸水のおそれがある場合は、物を高いところに移し
ておく。
・風で飛ばされる物は、ベランダに置かない。
・住居付近の危険個所や避難場所等を確認しておく。

防 災 特 集

令和4年9月号　第260号市住ニュース さっぽろ

　ベランダは地震や火災の時の大切な避難経路です。
市営住宅はもしもの場合に備えて、２方向に避難でき
る構造になっており、隣との間の仕切り板を打ち破っ
て避難できるように作られています。
　また、中高層住宅では避難用はしごが設置されてい
て、階下に避難できるようになっています。
　個人で使用できるベランダですが、緊急時の避難経路に指定されている共用スペースでもありま
すので、日頃から避難経路であることを心得て、ベランダには物を置かないようにしましょう。

災害に備えて避難経路の確保を！

地 震 風水害

令和5年9月号　第266号市住ニュース さっぽろ


